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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

〇
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
三
号
） 

改 

正 

案 

現 

行 

（
役
員
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定

の
読
替
え
） 

第
二
十
二
条 

法
第
三
十
九
条
（
法
第
四
十
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
役
員
又
は
会
計
監
査
人
の
責
任
を

追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同

法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

三
項
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 
監
査
権
限
限
定
組

合
（
中
小
企
業
等

協
同
組
合
法
第
二

十
七
条
第
八
項
に

規
定
す
る
監
査
権

限
限
定
組
合
を
い

う
。
以
下
同
じ
。

）
以
外
の
組
合 

第
八
百
四
十
九
条
の

二
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
権
限
限
定
組

合
以
外
の
組
合 

（
役
員
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定

の
読
替
え
） 

第
二
十
二
条 

法
第
三
十
九
条
（
法
第
四
十
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
役
員
又
は
会
計
監
査
人
の
責
任
を

追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同

法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

三
項
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
権
限
限
定
組

合
（
中
小
企
業
等

協
同
組
合
法
第
二

十
七
条
第
八
項
に

規
定
す
る
監
査
権

限
限
定
組
合
を
い

う
。
）
以
外
の
組

合 

 
（
新
設
） 

 

 

（
新
設
） 

 

 

（
新
設
） 
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（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

 
 

（
組
合
の
解
散
及
び
清
算
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
二
十
八
条 
（
略
） 

（
組
合
の
解
散
及
び
清
算
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
清
算
人
の
責
任
を
追
及
す
る
訴

え
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に

係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

三
項
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
役
（
監
査
役
が

二
人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各
監

査
役
） 

監
査
権
限
限
定
組

合
（
中
小
企
業
等

協
同
組
合
法
第
二

十
七
条
第
八
項
に

規
定
す
る
監
査
権

限
限
定
組
合
を
い

う
。
以
下
同
じ
。

）
以
外
の
組
合 

監
事
（
監
事
が
二

人
以
上
あ
る
場
合

４ 

法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
清
算
人
の
責
任
を
追
及
す
る
訴

え
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に

係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

三
項
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
役
（
監
査
役
が

二
人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各
監

査
役
） 

監
査
権
限
限
定
組

合
（
中
小
企
業
等

協
同
組
合
法
第
二

十
七
条
第
八
項
に

規
定
す
る
監
査
権

限
限
定
組
合
を
い

う
。
）
以
外
の
組

合 

監
事
（
監
事

が
二
人
以
上
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
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に
あ
っ
て
は
、
各

監
事
） 

第
八
百
四
十
九
条
の

二
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
役
（
監
査
役
が

二
人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各
監

査
役
） 

監
査
権
限
限
定
組

合
以
外
の
組
合 

監
事
（
監
事
が
二

人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各

監
事
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

、
各
監
事
） 

 

（
新
設
） 

     

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

５ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 

    

（
削
る
） 

（
組
合
の
創
立
総
会
又
は
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認

又
は
取
消
し
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
二
十
九
条 

法
第
九
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
創
立
総
会
又

は
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に

係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
会
社
法
第
九
百

三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ

る
の
は
、
「
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
十
三
条
第
二
項
各
号
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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（
削
る
） 

（
組
合
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し

た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
三
十
条 

法
第
九
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
合
併
の
無
効
の

訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
会
社
法

第
九
百
三
十
七
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項

中
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
と
、
「
組

織
変
更
、
合
併
又
は
会
社
分
割
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
」
と
、
「
第
九
百

三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
十

三
条
第
二
項
各
号
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
二
号
及

び
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

  

第
二
十
九
条
～
第
三
十
二
条 

（
略
） 

（
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
金
融
庁
長
官
へ
委
任
さ
れ
る
権
限
か
ら
除
か
れ
る

権
限
） 

第
三
十
一
条 

法
第
百
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
権
限
は

、
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合

連
合
会
に
対
す
る
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
事
業
協
同
組
合

、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
の
う
ち
そ
の
組
合
員
の
資
格

と
し
て
定
款
に
定
め
る
事
業
が
金
融
庁
長
官
の
所
管
に
属
し
な
い
も
の
に

係
る
権
限
と
す
る
。 

一 

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の
認
可 

二 

法
第
百
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
命
令 
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三 

法
第
百
六
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の
認
可

の
取
消
し 

 

 

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
） 

第
三
十
二
条 

法
第
九
条
の
二
第
七
項
、
法
第
九
条
の
二
の
三
、
第
九
条
の

六
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
九
条
の
七
の
二
第
一
項
、
第
二
項

及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
九
条
の
七
の
五
第
一
項
（
法
第
九
条
の
九

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
保
険

業
法
第
三
百
五
条
第
一
項
、
第
三
百
六
条
及
び
第
三
百
七
条
第
一
項
第
三

号
並
び
に
法
第
九
条
の
九
第
四
項
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十

一
条
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五

十
七
条
の
三
第
五
項
、
第
五
十
七
条
の
五
、
第
五
十
八
条
の
四
、
第
五
十

八
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
八
、
第
六
十
二
条
第
二

項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
五
項
、
第
百
四

条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
条
の
三

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
百
五
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

第
百
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
六
条
の
二
（
第
三
項
を
除
く

。
）
並
び
に
第
百
六
条
の
三
に
規
定
す
る
行
政
庁
（
管
轄
都
道
府
県
知
事

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る

。 
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一 

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
（
法
第

九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
事
業
を
行
う
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款

に
定
め
ら
れ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
貸
金
業
法
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
貸
金
業
で
あ
る
も
の
（
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
超

え
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事

務 

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事 

二 

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
で
そ
の

組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
の
一
部
が
財
務
大
臣

の
所
管
に
属
す
る
も
の
で
あ
つ
て
そ
の
行
う
事
業
と
し
て
定
款
に
定
め

ら
れ
る
事
業
に
財
務
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
及
び
財
務
大
臣
の
所

管
に
属
す
る
事
業
と
密
接
に
関
連
す
る
事
業
を
含
ま
な
い
も
の
（
そ
の

地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
財
務

大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務 

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事 

三 

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
で
そ
の

組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
（
職
業
紹
介
事
業
、

労
働
者
供
給
事
業
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一

部
が
厚
生
労
働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
も
の
（
全
国
を
地
区
と
す
る
も

の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務 

そ

の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事 

四 

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
で
そ
の
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組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が

農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す

る
も
の
（
全
国
を
地
区
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
農
林
水
産

大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務 

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
同
項
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
行
政

庁
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県

知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
権
限
の
委
任
） 

第
三
十
三
条 

法
第
九
条
の
二
第
七
項
、
法
第
九
条
の
二
の
三
、
第
九
条
の

六
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
九
条
の
七
の
二
第
一
項
、
第
二
項

及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
九
条
の
七
の
五
第
一
項
（
法
第
九
条
の
九

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
保
険

業
法
第
三
百
五
条
第
一
項
、
第
三
百
六
条
及
び
第
三
百
七
条
第
一
項
第
三

号
並
び
に
法
第
九
条
の
九
第
四
項
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十

一
条
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五

十
七
条
の
三
第
五
項
、
第
五
十
七
条
の
五
、
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項
及

び
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
八
、
第
六
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第

六
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
五
項
、
第
百
四
条
、
第
百
五
条
、
第

百
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
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ま
で
、
第
百
五
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
百
六
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
六
条
の
二
（
第
三
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
百
六

条
の
三
の
規
定
に
よ
る
行
政
庁
の
権
限
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
委
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
（
法
第

九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
事
業
を
行
う
も
の
を
除
く
。

次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て

定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
財
務
大
臣
の
所
管
に
属

す
る
も
の
（
全
国
を
地
区
と
す
る
も
の
及
び
前
条
第
一
項
第
二
号
に
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
財
務
大
臣
の
権
限
並
び
に
企
業
組
合

で
そ
の
行
う
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
財
務
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
も

の
に
関
す
る
財
務
大
臣
の
権
限 

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
。
以
下
同
じ
。
）
、
税
関

長
又
は
国
税
局
長 

二 

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
で
そ
の

組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が

環
境
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
も
の
（
全
国
を
地
区
と
す
る
も
の
を
除
く

。
）
に
関
す
る
環
境
大
臣
の
権
限 

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
地
方
環
境
事
務
所
長 

三 

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
で
そ
の

組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
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金
融
庁
長
官
の
所
管
に
属
す
る
も
の
（
全
国
を
地
区
と
す
る
も
の
及
び

前
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
内
閣
総
理

大
臣
の
権
限
の
う
ち
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長

官
に
委
任
さ
れ
た
も
の 

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

財
務
局
長 

四 

信
用
協
同
組
合
及
び
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う

協
同
組
合
連
合
会
（
全
国
を
地
区
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る

内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
の
う
ち
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
も
の 

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
財
務
局
長 

 

 

（
主
務
省
令
） 

第
三
十
四
条 

こ
の
政
令
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
（
法
第

九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
て

は
、
そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
を
所
管
す

る
大
臣
が
共
同
で
発
す
る
命
令 

二 

信
用
協
同
組
合
及
び
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う

協
同
組
合
連
合
会
に
関
し
て
は
、
内
閣
府
令 

三 
企
業
組
合
に
関
し
て
は
、
そ
の
行
う
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
が
共
同

で
発
す
る
命
令 
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〇
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
五
号
） 

改 

正 

案 

現 

行 

   

 

（
削
る
） 

 

（
協
業
組
合
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
規

定
の
読
替
え
） 

第
一
条
の
二 

法
第
五
条
の
二
十
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
協
業
組
合
の
登

記
に
つ
い
て
準
用
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
百
三
十
七

条
第
一
項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

、
「
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
二
十
三
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
準
用
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
十
三
条
第
二
項
各

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
五
条
の
二
十
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
協
業
組
合
の
登
記
に
つ
い

て
準
用
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
同
項
中
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」

と
、
「
組
織
変
更
、
合
併
又
は
会
社
分
割
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
」
と
、

「
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
中
小
企
業
団
体
の
組
織

に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
二
十
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
中
小

企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
十
三
条
第
二
項
各
号
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
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あ
る
の
は
「
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

  

（
削
る
） 

（
組
合
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
規
定
の

読
替
え
） 

第
七
条 

法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第

九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を

準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
、
「
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
準
用
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
十
三
条
第
二
項
各

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
中
小

企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第
九
百

三
十
七
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
同

項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
と
、
「
組
織
変
更

、
合
併
又
は
会
社
分
割
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
」
と
、
「
第
九
百
三
十
条

第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
第

五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
十
三

条
第
二
項
各
号
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
二
号
及
び

第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
報
告
の
徴
収
） 
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第
七
条
・
第
八
条 

（
略
） 

第
八
条 

主
務
大
臣
は
、
商
工
組
合
又
は
商
工
組
合
連
合
会
か
ら
次
の
事
項

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

組
合
員
（
会
員
た
る
商
工
組
合
（
会
員
が
商
工
組
合
連
合
会
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
会
員
た
る
商
工
組
合
）
の
組
合
員
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
会
員
（
会
員
が
商
工
組
合
連
合

会
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
会
員
た
る
商
工
組
合
を
含
む
。
）

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
組
合
員
又
は
会
員
に
出
資
を
さ
せ

る
商
工
組
合
又
は
商
工
組
合
連
合
会
に
あ
つ
て
は
そ
の
出
資
口
数 

二 

事
業
計
画
及
び
事
業
並
び
に
収
支
予
算 

三 

組
合
員
が
生
産
を
す
る
資
格
事
業
に
係
る
物
、
そ
の
物
の
生
産
の
設

備
若
し
く
は
そ
の
物
の
原
材
料
、
組
合
員
が
販
売
を
す
る
資
格
事
業
に

係
る
物
、
組
合
員
が
提
供
を
す
る
資
格
事
業
に
係
る
役
務
、
組
合
員
の

資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
又
は
組
合
員
が
使
用
す
る
従
業
員

に
関
す
る
事
項 

 

  

（
株
式
又
は
金
銭
の
割
当
て
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
） 

第
九
条 

法
第
百
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
中
小

企
業
等
協
同
組
合
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
前
の
事

業
協
同
組
合
又
は
企
業
組
合
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
と
な
る
組
合
員
と
す
る

。 

 

（
組
合
員
へ
の
株
式
の
割
当
て
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読

（
組
合
員
へ
の
株
式
の
割
当
て
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
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替
え
） 

第
九
条 

法
第
百
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
へ
の
株
式
の
割
当

て
に
つ
い
て
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
一

条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
第
八
百
七

十
四
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
百
七
十
四
条
第
四
号
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

 

替
え
） 

第
十
条 

法
第
百
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
へ
の
株
式
の
割
当

て
に
つ
い
て
会
社
法
第
八
百
七
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
第
八
百
七
十
四
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第

八
百
七
十
四
条
第
四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 第
十
条
・
第
十
一
条 

（
略
） 

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
） 

第
十
一
条 

法
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
次

に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
そ
の
事
務
所
の
全
て
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内

に
あ
る
協
業
組
合
（
そ
の
行
う
事
業
に
別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す

る
事
業
を
含
む
協
業
組
合
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
事
務
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。 

一 

法
第
五
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務 

二 

法
第
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務 

三 

法
第
五
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
事
務 

四 

法
第
五
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法

に
規
定
す
る
事
務 

五 

法
第
九
十
五
条
第
四
項
又
は
第
百
条
の
十
一
に
規
定
す
る
事
務 

２ 
法
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
の
う
ち
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
な
い
商
工
組
合
又

は
商
工
組
合
連
合
会
（
そ
の
資
格
事
業
に
別
表
第
二
に
掲
げ
る
業
種
に
属
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す
る
事
業
を
含
む
商
工
組
合
又
は
商
工
組
合
連
合
会
を
除
く
。
）
に
関
す

る
も
の
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

が
行
う
こ
と
と
す
る
。 

一 

法
第
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
務 

二 

法
第
十
七
条
の
二
（
法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
事
務 

三 

法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務 

四 

法
第
四
十
七
条
、
第
五
十
四
条
、
第
六
十
九
条
第
四
項
又
は
第
七
十

一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
規
定
す
る
事
務 

五 

法
第
六
十
七
条
又
は
第
六
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定

す
る
事
務 

六 

法
第
九
十
二
条
又
は
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務 

七 

法
第
九
十
六
条
第
八
項
又
は
第
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
九
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
務 

３ 

法
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
そ
の
行
う
事
業
（
職
業
紹
介
事
業
、
労
働
者
供

給
事
業
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
が
厚
生
労

働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
協
業
組
合
で
あ
つ
て
そ
の
事
務
所
の
全
て
が
一

の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
関
す
る
も
の
は
、
そ

の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と

す
る
。 

４ 

法
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
第
二
項
各
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号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
そ
の
資
格
事
業
（
職
業
紹
介
事
業
、
労
働
者
供

給
事
業
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
が
厚
生
労

働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
商
工
組
合
で
あ
つ
て
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の

区
域
を
超
え
る
も
の
（
そ
の
地
区
が
全
国
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
も
の
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。 

５ 

法
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
そ
の
行
う
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
農
林
水
産

大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
協
業
組
合

で
あ
つ
て
そ
の
事
務
所
の
全
て
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
も
の

以
外
の
も
の
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。 

６ 

法
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
そ
の
資
格
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
農
林
水
産

大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
商
工
組
合

で
あ
つ
て
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
る
も
の
（
そ
の
地
区
が

全
国
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。 

７ 
前
各
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
前
各
項
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る

主
務
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都

道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 
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（
権
限
の
委
任
） 

第
十
二
条 

法
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の

う
ち
そ
の
行
う
事
業
に
別
表
第
一
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
種
に

属
す
る
事
業
を
含
む
協
業
組
合
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
国
税
局
長
に
委
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限 

二 

法
第
五
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限 

三 

法
第
五
条
の
二
十
二
の
規
定
に
基
づ
く
権
限 

四 

法
第
五
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法

の
規
定
に
基
づ
く
権
限 

五 

法
第
九
十
五
条
第
四
項
又
は
第
百
条
の
十
一
の
規
定
に
基
づ
く
権
限 

 

（
準
用
） 

第
十
二
条 

法
第
九
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
行
政
庁
の
権
限
に
属
す
る

事
務
の
都
道
府
県
に
よ
る
処
理
及
び
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
庁
の
権

限
の
委
任
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

三
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す

る
。 

（
準
用
） 

第
十
三
条 

法
第
九
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
行
政
庁
の
権
限
に
属
す
る

事
務
の
都
道
府
県
に
よ
る
処
理
及
び
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
庁
の
権

限
の
委
任
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

三
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
を
準
用

す
る
。 

 

別
表
第
一
（
第
十
条
、
第
十
一
条
関
係
） 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
関
係
） 

一 

塩
事
業
法
（
平
成
八
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
登
録
を
受
け
て
行
う
塩
の
製
造
業 
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二 

塩
事
業
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

登
録
を
受
け
て
行
う
塩
の
販
売
業 

三 

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
酒
類
（
以
下
「
酒
類
」
と
い
う
。
）
の
製
造
業 

四 

酒
税
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
て
行
う
酒
類
の
販
売
業

（
販
売
の
代
理
業
又
は
媒
介
業
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

 

別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
） 
（
略
） 

別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
） 

一 

酒
類
の
製
造
業 

二 

酒
税
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
て
行
う
酒
類
の
販
売
業 
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〇
商
店
街
振
興
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
） 

改 

正 

案 

現 

行 
（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え

） 

第
三
条 

法
第
四
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
役
員
の
職
務

及
び
権
限
に
つ
い
て
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

第
三
百
八
十
六
条
第

一
項 

第
三
百
四
十
九
条
第

四
項
、
第
三
百
五
十

三
条
及
び
第
三
百
六

十
四
条 

商
店
街
振
興
組
合

法
第
五
十
一
条
の

七
第
二
項
の
規
定

並
び
に
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
百
五
十

三
条
及
び
第
三
百

六
十
四
条 

第
三
百
八
十
六
条
第

二
項 

第
三
百
四
十
九
条
第

四
項 

商
店
街
振
興
組
合

法
第
五
十
一
条
の

（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え

） 

第
三
条 

法
第
四
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
役
員
の
職
務

及
び
権
限
に
つ
い
て
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

第
三
百
八
十
六
条
第

一
項 

第
三
百
四
十
九
条
第

四
項
、
第
三
百
五
十

三
条
及
び
第
三
百
六

十
四
条 

商
店
街
振
興
組
合

法
第
五
十
一
条
の

五
第
二
項
の
規
定

並
び
に
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
百
五
十

三
条
及
び
第
三
百

六
十
四
条 

第
三
百
八
十
六
条
第

二
項 

第
三
百
四
十
九
条
第

四
項 

商
店
街
振
興
組
合

法
第
五
十
一
条
の
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七
第
二
項 

 

五
第
二
項 

 

２ 
法
第
四
十
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
監
事
の
監
査
の
範
囲
を
会

計
に
関
す
る
も
の
に
限
定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
組
合
の
役
員
の

職
務
及
び
権
限
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同

法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
五
十
三
条 
第
三
百
四
十
九
条
第

四
項 

商
店
街
振
興
組
合

法
第
五
十
一
条
の

七
第
二
項 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

２ 

法
第
四
十
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
監
事
の
監
査
の
範
囲
を
会

計
に
関
す
る
も
の
に
限
定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
組
合
の
役
員
の

職
務
及
び
権
限
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同

法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
五
十
三
条 

第
三
百
四
十
九
条
第

四
項 

商
店
街
振
興
組
合

法
第
五
十
一
条
の

五
第
二
項 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

 
 

（
役
員
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の

読
替
え
） 

第
六
条 

法
第
五
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
役
員
の
責
任
を
追
及
す
る
訴

え
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に

係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

三
項
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
権
限
限
定
組

合
（
商
店
街
振
興

（
役
員
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の

読
替
え
） 

第
六
条 

法
第
五
十
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
役
員
の
責
任
を
追
及
す
る
訴

え
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に

係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

三
項
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
権
限
限
定
組

合
（
商
店
街
振
興
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組
合
法
第
三
十
五

条
第
八
項
に
規
定

す
る
監
査
権
限
限

定
組
合
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
以

外
の
組
合 

第
八
百
四
十
九
条
の

二
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
権
限
限
定
組

合
以
外
の
組
合 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

組
合
法
第
三
十
五

条
第
八
項
に
規
定

す
る
監
査
権
限
限

定
組
合
を
い
う
。

）
以
外
の
組
合 

 

 

（
新
設
） 

 

 

（
新
設
） 

 

 

（
新
設
） 

 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

 
 

（
組
合
の
解
散
及
び
清
算
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
七
条 

（
略
） 

（
組
合
の
解
散
及
び
清
算
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
清
算
人
に
つ
い
て
会
社
法
の
規

定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

第
三
百
八
十
六
条
第

第
三
百
四
十
九
条
第

商
店
街
振
興
組
合

３ 

法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
清
算
人
に
つ
い
て
会
社
法
の
規

定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

第
三
百
八
十
六
条
第

第
三
百
四
十
九
条
第

商
店
街
振
興
組
合
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一
項 

四
項
、
第
三
百
五
十

三
条
及
び
第
三
百
六

十
四
条 

法
第
七
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
一
条

の
七
第
二
項
の
規

定
並
び
に
同
条
第

五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
三
百
五

十
三
条
及
び
第
三

百
六
十
四
条 

 

（
略
） 

 

（
略
） 
 

（
略
） 

第
三
百
八
十
六
条
第

二
項 

第
三
百
四
十
九
条
第

四
項 

商
店
街
振
興
組
合

法
第
七
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
一
条

の
七
第
二
項 

 

一
項 

四
項
、
第
三
百
五
十

三
条
及
び
第
三
百
六

十
四
条 

法
第
七
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
一
条

の
五
第
二
項
の
規

定
並
び
に
同
条
第

五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
三
百
五

十
三
条
及
び
第
三

百
六
十
四
条 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

第
三
百
八
十
六
条
第

二
項 

第
三
百
四
十
九
条
第

四
項 

商
店
街
振
興
組
合

法
第
七
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
一
条

の
五
第
二
項 

 

４ 

法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
清
算
人
の
責
任
を
追
及
す
る
訴

え
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に

係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
権
限
限
定
組

４ 

法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
清
算
人
の
責
任
を
追
及
す
る
訴

え
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に

係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
権
限
限
定
組
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三
項
第
一
号 

監
査
役
（
監
査
役
が

二
人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各
監

査
役
） 

合
（
商
店
街
振
興

組
合
法
第
三
十
五

条
第
八
項
に
規
定

す
る
監
査
権
限
限

定
組
合
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
以

外
の
組
合 

監
事

（
監
事
が
二
人
以

上
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
各
監
事

） 

第
八
百
四
十
九
条
の

二
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
役
（
監
査
役
が

二
人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各
監

査
役
） 

監
査
権
限
限
定
組

合
以
外
の
組
合 

監
事
（
監
事
が
二

人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各

監
事
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

三
項
第
一
号 

監
査
役
（
監
査
役
が

二
人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各
監

査
役
） 

合
（
商
店
街
振
興

組
合
法
第
三
十
五

条
第
八
項
に
規
定

す
る
監
査
権
限
限

定
組
合
を
い
う
。

）
以
外
の
組
合 

監
事
（
監
事
が
二

人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各

監
事
） 

 

（
新
設
） 

     

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

５ 

法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
監
査
権
限
限
定
組
合
の
清
算
人
に
つ
い

て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術

的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

５ 
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
監
査
権
限
限
定
組
合
の
清
算
人
に
つ
い

て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術

的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 
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読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
五
十
三
条 

第
三
百
四
十
九
条
第

四
項 

商
店
街
振
興
組
合

法
第
七
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
一
条

の
七
第
二
項 

 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
五
十
三
条 

第
三
百
四
十
九
条
第

四
項 

商
店
街
振
興
組
合

法
第
七
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
一
条

の
五
第
二
項 

 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 
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〇
技
術
研
究
組
合
法
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
百
五
十
八
号
） 

改 

正 

案 

現 

行 
（
役
員
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の

読
替
え
） 

第
六
条 

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
役
員
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に

つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る

技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

三
項
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
権
限
限
定
組

合
（
技
術
研
究
組

合
法
第
十
五
条
に

規
定
す
る
監
査
権

限
限
定
組
合
を
い

う
。
以
下
同
じ
。

）
以
外
の
組
合 

第
八
百
四
十
九
条
の

二
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
権
限
限
定
組

合
以
外
の
組
合 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
役
員
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の

読
替
え
） 

第
六
条 

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
役
員
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に

つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る

技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

三
項
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
権
限
限
定
組

合
（
技
術
研
究
組

合
法
第
十
五
条
に

規
定
す
る
監
査
権

限
限
定
組
合
を
い

う
。
）
以
外
の
組

合 

 

（
新
設
） 

 

 

（
新
設
） 

 

 

（
新
設
） 

 

 
（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

 
 

（
組
合
の
解
散
及
び
清
算
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替

（
組
合
の
解
散
及
び
清
算
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
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え
） 

第
八
条 

（
略
） 

え
） 

第
八
条 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
清
算
人
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え

に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係

る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

三
項
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
役
（
監
査
役
が

二
人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各
監

査
役
） 

監
査
権
限
限
定
組

合
（
技
術
研
究
組

合
法
第
十
五
条
に

規
定
す
る
監
査
権

限
限
定
組
合
を
い

う
。
以
下
同
じ
。

）
以
外
の
組
合 

監
事
（
監
事
が
二

人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各

監
事
） 

第
八
百
四
十
九
条
の

二
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
役
（
監
査
役
が

監
査
権
限
限
定
組

合
以
外
の
組
合 

４ 

法
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
清
算
人
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え

に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係

る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
九
条
第

三
項
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

監
査
役
（
監
査
役
が

二
人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各
監

査
役
） 

監
査
権
限
限
定
組

合
（
技
術
研
究
組

合
法
第
十
五
条
に

規
定
す
る
監
査
権

限
限
定
組
合
を
い

う
。
）
以
外
の
組

合 

監
事
（
監
事

が
二
人
以
上
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は

、
各
監
事
） 

 
（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 
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二
人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各
監

査
役
） 

監
事
（
監
事
が
二

人
以
上
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
各

監
事
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

     

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

５ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 
 

   

（
削
る
） 

（
組
合
の
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の

訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
五
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
総
会
の
決
議

の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認

容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一

項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
技

術
研
究
組
合
法
第
百
五
十
六
条
第
二
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
組
合
の
組
織
変
更
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確

定
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
五
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
組
織
変
更
の

（
組
合
の
組
織
変
更
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確

定
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
六
条 
法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
組
織
変
更
の
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無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て

会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
同
項
中
「
各
会
社
の
本
店
」
と
あ
る
の
は
、
「
会
社
の
本
店
及
び
組
合

の
主
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
削
る
） 

無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て

会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的

読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
九
百
三
十
七
条
第

三
項 

 

各
会
社
の
本
店 

会
社
の
本
店
及
び

組
合
の
主
た
る
事

務
所 

第
九
百
三
十
七
条
第

四
項 

  

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

技
術
研
究
組
合
法

第
百
五
十
六
条
第

二
項
各
号 

各
会
社
の
支
店 

会
社
の
支
店
及
び

組
合
の
従
た
る
事

務
所 

 

 
 

  

（
削
る
） 

（
組
合
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し

た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
七
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
合
併
の
無
効

の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
会
社

法
第
九
百
三
十
七
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
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項
中
「
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
技
術
研
究
組
合

法
第
百
五
十
六
条
第
二
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
組
合
の
新
設
分
割
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確

定
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
六
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
新
設
分
割
の

無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て

会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
同
項
中
「
各
会
社
の
本
店
」
と
あ
る
の
は
「
各
組
合
の
主
た
る
事
務
所

又
は
組
合
の
主
た
る
事
務
所
及
び
会
社
の
本
店
」
と
、
「
設
立
す
る
会
社

」
と
あ
る
の
は
「
設
立
す
る
組
合
又
は
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

（
削
る
） 

（
組
合
の
新
設
分
割
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確

定
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
八
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
新
設
分
割
の

無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て

会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的

読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

   

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
九
百
三
十
七
条
第

三
項 

 

各
会
社
の
本
店 

各
組
合
の
主
た
る

事
務
所
又
は
組
合

の
主
た
る
事
務
所

及
び
会
社
の
本
店 

設
立
す
る
会
社 

設
立
す
る
組
合
又

は
会
社 

第
九
百
三
十
七
条
第

第
九
百
三
十
条
第
二

技
術
研
究
組
合
法
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四
項 

 

項
各
号 

第
百
五
十
六
条
第

二
項
各
号 

各
会
社
の
支
店 

各
組
合
の
従
た
る

事
務
所
又
は
組
合

の
従
た
る
事
務
所

及
び
会
社
の
支
店 

 

 
 

（
組
合
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
七
条 

法
第
百
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
登
記
に
つ
い
て
商
業

登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

第
八
十
八
条
第
一
項 

第
二
十
四
条
各
号 

技
術
研
究
組
合
法

第
百
六
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
四
条
第
一

号
か
ら
第
十
四
号

ま
で 

 

（
組
合
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
九
条 

法
第
百
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
登
記
に
つ
い
て
商
業

登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

第
八
十
八
条
第
一
項 

第
二
十
四
条
各
号 

技
術
研
究
組
合
法

第
百
六
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
四
条
第
一

号
か
ら
第
十
五
号

ま
で 
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（
株
式
会
社
を
設
立
す
る
新
設
分
割
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登

記
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
八
条 
法
第
百
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
会
社
を
設
立
す
る

新
設
分
割
の
登
記
に
つ
い
て
商
業
登
記
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お

け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る

。 読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
八
十
八
条
第
一
項 

  

前
条
第
二
項
の
登
記

の
申
請
の
い
ず
れ
か

に
つ
き 

技
術
研
究
組
合
法

第
百
六
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

第
八
十
七
条
第
一

項
の
登
記
の
申
請

に
つ
い
て
同
法
第

百
六
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第

二
十
四
条
第
一
号

か
ら
第
十
四
号
ま

で
の
い
ず
れ
か
に

（
株
式
会
社
を
設
立
す
る
新
設
分
割
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登

記
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
二
十
条 

法
第
百
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
会
社
を
設
立
す
る

新
設
分
割
の
登
記
に
つ
い
て
商
業
登
記
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お

け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る

。 読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

第
八
十
八
条
第
一
項 

  

第
二
十
四
条
各
号 

技
術
研
究
組
合
法

第
百
六
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
四
条
第
一

号
か
ら
第
十
五
号

ま
で 
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掲
げ
る
事
由
が
あ

る
と
き
、
又
は
同

法
第
百
五
十
五
条

の
会
社
法
第
九
百

十
一
条
の
登
記
の

申
請
に
つ
い
て 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

 

      

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

 
 

（
合
同
会
社
を
設
立
す
る
新
設
分
割
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登

記
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
九
条 

法
第
百
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
合
同
会
社
を
設
立
す

る
新
設
分
割
の
登
記
に
つ
い
て
商
業
登
記
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
け
る
こ
れ
ら
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
八
十
八
条
第
一
項 

前
条
第
二
項
の
登
記

の
申
請
の
い
ず
れ
か

に
つ
き 

技
術
研
究
組
合
法

第
百
六
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

第
八
十
七
条
第
一

（
合
同
会
社
を
設
立
す
る
新
設
分
割
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登

記
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
二
十
一
条 

法
第
百
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
合
同
会
社
を
設
立

す
る
新
設
分
割
の
登
記
に
つ
い
て
商
業
登
記
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
け
る
こ
れ
ら
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

第
八
十
八
条
第
一
項 

第
二
十
四
条
各
号 

技
術
研
究
組
合
法

第
百
六
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
四
条
第
一
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項
の
登
記
の
申
請

に
つ
い
て
同
法
第

百
六
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第

二
十
四
条
第
一
号

か
ら
第
十
四
号
ま

で
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
事
由
が
あ

る
と
き
、
又
は
同

法
第
百
五
十
五
条

の
会
社
法
第
九
百

十
四
条
の
登
記
の

申
請
に
つ
い
て 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

 

号
か
ら
第
十
五
号

ま
で 

           

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 
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